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1. はじめに 

水道事業には、安全な水を安定的にお客様に供給しなければならない使命があります。本町では、 

これまでも安全で良質な水の供給を目指して、設備の改善や水質監視の強化を図り、常に水質管理に 

万全を期しています。 

しかし、今なお農薬、耐塩素性病原生物等の水源への流入や、水道施設内での消毒副生成物の生成 

などのさまざまな水道水リスクが存在します。水道をとりまくこのような状況の中で水道水の安全 

性を一層高め、今後とも町民が安心しておいしく飲める水道水を安定的に供給していくためには、水 

源から給水栓に至る総合的な水質管理を実現することが重要です。今回、水道水の安全性をより確実 

なものとするために、「丸森町水安全計画」に基づいた管理方法に従い、具体的な取り組みを報告し

ます。 

 

2. 水道施設維持管理報告 (令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月) 

 本町では、毎月、浄水施設構造物、配水池等構造物、配水池計装、遠方監視装置の点検や監視業務 

の他、OCN セキュリティーサービスを利用し、ウイルス対策等を行っています。点検記録表や日誌によ

り月次業務報告書としてまとめ、常時水道施設の維持管理を行っています。 

 次頁以降に、水道施設の定期点検及び実施状況の抜粋を示します。 
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① 青葉配水池等点検記録表 
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② 点検の様子 
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③ 旗巻配水池計装点検 

   水位計の定期点検を記録し、機器に異常がないか確認を行っています。 
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④ 遠方監視装置点検(令和 5年 2月 1日抜粋) 

浄水場の流量や濁度等を含めた水質の監視を行っています。 
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⑤ OCN セキュリティーサービス 

浄水場等で利用している設備機器等へのウイルス対策、不正サイト接続ブロック等より、セキュ

リティーの強化を行っています。(令和 5年 2月抜粋) 
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3. 水質検査計画 (水道事業水質検査計画より抜粋) 

 水道法では、51 項目の水質基準を設定しています。令和 2年 4月より「水質基準に関する省令の一

部改正」に伴い、下記 1項目(※)の水質基準値が強化され改められました。 

 本町では、安全で安心な水道水を供給するため、法に定められた方法で検査を実施している他、原

水の監視についても浄水同様の検査項目で行っています。 

 なお、水質検査は岩沼市、角田市、亘理町、山元町、蔵王町、丸森町で構成する岩沼市外一市四町

水道水質検査協議会において、岩沼市玉崎浄水場内に設置する水質センターで行っています。 

 本町の水道事業における水質検査計画を以下に示します。 
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 水質検査のためのサンプリングについて 

Ⅰ. 水質検査の意義 

「水質検査」という言葉で表せるものには、原水の取水から浄水処理、配水に至るまでの一連の

水質管理の状況を確認するための検査と水質基準に適合しているかどうかを判断するための検査と

いう 2 種類の検査があると考えられます。その詳細については、水質検査の精度と信頼性保証の中

行われます。 

 水道水質管理の徹底、安全な水の供給という水道の使命に寄与するものであり、水質基準の見直

しに関連したサンプリング方法等が主たる課題であることから、水質基準への適合を確認するため

の水質検査について検討が必要です。なお、水質管理システムの運転の為に行われる水質検査につ

いても、検討するべきものであります。 

 

 Ⅱ. 水質検査におけるサンプリング 

  水質基準は、水道により供給される水（基本的に給水栓を出る水）が満たすべき水質上の要件で 

あり、水道により供給される水すべてについて満たされる必要があります。しかし、全ての給水栓

で水質検査を行うことは実際上不可能であり、現実的ではないことから、合理的な範囲で採水地点

を限定し、水質検査を行います。 

 従って、水質基準の確認のための水質検査に当たっては、どのように採水地点を選定し、また、

どのような頻度で検査を行うか（サンプリング）、そして、その検査結果をどのように評価するか、

が極めて重要となります。この場合において、水道における汚染物質の挙動に十分留意する必要が

あります。 

 例 1  消毒副生成物については、配水池から給水栓に近くなるほどその濃度が高くなる傾向があ

る。 

  例 2  鉛などについては、給配水管からの溶出が主たる汚染源となっている。 

  例 3  有機塩素系化合物については、基本的に浄水過程以降その濃度が上昇することはない。 

  例 4  農薬は、その病害虫の発生時期に応じ、散布される時期が限定されており、基本的に散布 

時期以外に検出されることは希である。 

  例 5  鉛など給配水管から溶出が主たる汚染源となる物質については、滞留水を測定する場合と 

流水を測定する場合でその結果が大きく異なる。 
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 Ⅱ-1 採水地点 

  水道法施工規則では、採水地点について「水質基準に適合するかどうかを判断することができる

場所」と規定しており、これを受けて「採水場所としては給水栓水を基本とし、水道施設の構造、

配管の状態等を考慮して最も効果的な場所を選ぶこと、必要に応じて水源、配水池、浄水池等にお

ける水質についても検査することが望ましいこと、1日 1回検査（色、濁り、消毒の残留効果）につ

いては、これに加えて、配水管の末端等水が停滞しやすい場所も選定するものとすること、送配水

システム内で濃度上昇しないことが明らかな事項については、給水栓に代えて浄水場の出口等送配

水システムへの流入点において採水場所を選定することができること」との運用通知が出されてい

ます。 

 採水地点は配水系統ごとに 1地点以上選定すること等を含めます。即ち、水質検査の採水地点と

しては、以下のとおりとすることが適当です。 

  1)  採水地点は、給水栓を基本とし、水道施設の構造、配管の状態等を考慮して最も効果的な

場所を選ぶこと。なお、送配水システム内で濃度上昇しないことが明らかな項目について

は、給水栓に代えて浄水場の出口等送配水システムへの流入点を採水地点として選定するこ

とができること。 

  2)  採水地点は、配水系統ごとに 1地点以上選定すること。この場合において、配水池も採水

地点に含めることが望ましいこと。 

  3)  採水地点たる給水栓の選定に当たっては、配水管の末端等水が停滞しやすい場所も選定す

るものとすること。 

  4)  採水地点たる給水栓の選定に当たっては、検査項目ごとに異なった給水栓が選定されるこ

とのないようにすること。 

  5)  水道用供給事業者においては、採水地点として受水団体への受け渡し地点を含めること。 

 

 Ⅱ-2 採水地点数 

  採水地点数については「水道の規模に応じて、水源種別、浄水場・配水システムごとに、合理的

に採水箇所数の設定が行われるよう留意」とされているのみで、具体的な数値目標は設定されてい

ません。このため、上記要件（水道により供給される水すべてについて満たされる）を満足する為

には、水道の規模に応じ、どの程度の採水地点数が必要か、数値目標を示すべく検討が必要です。 
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 Ⅱ-3 検査頻度 

  水道は、常に供給し続けているという特質を有することから、上記要件（水道により供給される

水すべてについて満たされる）を満たすためには、どの程度の検査頻度が必要かについての統計的

取扱は困難です。しかしながら、水道法が制定されてから約 50年の実績から、毎月 1回の検査を行

えば大きな問題は生じないという経験則を有しているため、どのような検査頻度であれば、毎月 1

回の検査と同等の検査結果が得られるかが重要です。 

 全国的にみれば検出率が低い物質（項目）であっても、地域、原水の種類、又は浄水方法によ

り、人の健康の保護又は生活上の支障を生ずる恐れのあるものについては、全て第 4条の水質基準

項目として設定します。一方で、全ての水道事業者に水質検査を義務付ける項目は基本的なものに

限り、その他の項目については、各水道事業体の状況に応じて省略します。 

 それぞれの水質基準項目について、水質検査の省略の可否を検討する必要があるため、その内容

を表 1 に示します。 

 

 Ⅱ-3-1 毎月 1回の検査が必要な項目 

  毎月 1回の検査が必要とされている項目は、「一般細菌、大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

素、塩素イオン、有機物（過マンガン酸カリウム消費量）、pH、味、臭気、色度、濁度」の 10 項目

であるが、これらの項目は病原微生物の混入を疑わせる指標と考えられてる項目です。長期的な暴

露よりも短期的な高濃度暴露が問題となります。従って、年平均値のような長期暴露指標を得るこ

とよりも、なるべく頻度の高い検査が求められます。 

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、原水及び浄水の変動はあまり大きくなく、病原微生物 

汚染の指標的性格は薄いものと考えられ、他の健康に関する項目と同等の扱いをしてよいものと考 

えられます。 

 また、塩素イオン以下の 7項目については、浄水場等の運転管理の必要上、自動監視装置或いは 

日常点検により監視されていることも多いと考えられることから、そのような場合には、季節変動 

を考慮して年 4回程度まで検査頻度を下げてもよいと考えられます。 
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 Ⅱ-3-2 その他の項目 

  上記項目以外の項目については、これまでも一定の要件を満たす場合には年 4回以上又は年 1回

以上まで検査頻度を下げることができます。季節変動を考慮して年 4回以上の検査を行えば、毎月 1

回の検査と同等の成績が得られます。 

 1)  原則として検査頻度を年 4回以上とすること。 

 2)  過去 3年間における検査結果がいずれも基準値の 2/10以下の場合であって、原水等の変動 

による汚染の恐れがない時は 3年に 1回以上に検査頻度を下げることができること。 

  3)  過去 3年間における検査結果がいずれも基準値の 1/10 以下の場合であって、原水等の変動 

による汚染の恐れがない時は、3年に 1回以上に検査頻度を下げることができること。 

  4)  次の場合には、上記 2)及び 3)は適用しないこと。 

     a. 水源が変更された場合 

     b. 新たな汚染の恐れが生じた場合 

     c. 浄水処理方式を変更した場合 

     d. 検査結果がそれぞれ基準値の 2/10 及び 1/10 を超えた場合 

  なお、鉛、亜鉛、鉄など水道用資機材・薬品に含まれている項目、消毒剤及び消毒副生成物であ

る項目については、水質管理上の重要性から上記 2)以下の例外は適用しないこととします。また、

ジェオスミン及び 2-メチルイソボルネオールについては、藻類等の産生する異臭物質であり、短期

的に影響を及ぼす物質であることから、水源にこれらの物質を産生する藻類等が発生する時期を選

んで月 1 回以上の頻度で検査を行うこととします。 

 

 Ⅱ-3-3 検査省略項目 

  水質検査を省略するとされた項目についても、水道水質の状況の変化がないことを定期的に確認

するため、少なくとも 3年に 1回程度の頻度で水質検査を行う必要があります。 

 

 Ⅱ-4 給水開始前及び臨時の水質検査 

  配水施設以外の水道施設又は配水池の新設、増設又は改造した場合に、給水開始前に行う検査で

あり、規定では、水質基準全項目及び残留塩素の検査を行うべきこととされています。 

 また、臨時の水質検査は以下のような場合に行われます。規定では、水質基準全項目について検

査を行うこととされています。（但し、定期検査と同様の省略可能規定があります。） 

 1)  水源の水質が著しく悪化したとき。 

 2)  水源に異常があったとき。 

 3)  水源付近、給水区域及びその周辺等において消火器系伝染病が流行しているとき。 

 4)  浄水過程に異常があったとき 

 5)  配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。 

 6)  その他特に必要があると認められるとき。 

 なお、採水地点及び地点数については、定期の検査に準じて選定されるべきであること、更に、

必要に応じて水源、配水池、浄水池等における水質についても検査することが望ましいことに留意

します。 
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 Ⅲ. 水質検査の結果の評価・対応 

 

 Ⅲ-1 基本的考え方 

  水質基準は、水道により供給される水（基本的に給水栓を出る水）が満たすべき水質上の要件で

あり、水道により供給される水すべてについて満たされる必要があります。従って、如何なる項目

についても、その検査の結果、基準を超えている場合には、直ちに原因究明を行い、基準を満たす

水質を確保するために、必要な対策を講じなければなりません。 

 なお、水質検査の結果に異常が認められた場合には、確認のため直ちに再検査を行うこととし、

その為の予備試料を保存しておくことが望ましいです。 

 

 Ⅲ-2 病原微生物に関する項目 

  一般細菌及び大腸菌群については、その水道水中の存在状況は病原微生物による汚染の可能性を

直接的に示すものであるので、それらの評価は、検査ごとの結果を基準値と照らし合わせて行うべ

きであり、基準を超えている場合には、水質異常時（参考資料参照）とみて直ちに所要の措置を講

ずる必要があります。 

 また、塩素イオンなど病原微生物の存在を疑わせる指標としての性格も有する項目（上記Ⅱ-3-1

参照）についても、その性格からみて、その値が大きな変動を示した場合には、上記に準じて対応

する必要があります。 

 

 Ⅲ-3 シアン及び水銀 

  シアン及び水銀については、生涯にわたる連続的な摂取をしても、人の健康に影響が生じない水

準を基とし安全性を十分考慮して基準値が設定されているが、従前からの扱いを考慮して、上記Ⅲ-

2 に準じて対応をとることが適当です。 

 

 Ⅲ-4 その他の項目 

  健康に関する項目については、長期的な影響を考慮して基準設定がなされているが、検査ごとの

結果の値が基準値を超えていることが明らかになった場合には、直ちに原因究明を行い所要の低減

化対策を実施することにより、基準を満たす水質を確保すべきであり、基準値超過が継続すると見

込まれる場合には、水質異常時とみて所要の対応を図るべきです。 

 また、性状に関する項目については、その基準値を超えることにより利用上、機能上の障害を生

じる恐れがあることから、検査ごとの結果の値を基準値と照らし合わせることにより評価を行い、

基準値を超えていることが明らかになった場合には、水質異常時とみて所要の対応を図るべきで

す。 
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（参考）水質異常時における対応（平成 5年 12 月 1 日付け衛水第 227号） 

2 水質異常時の対応 

 (1) 健康に関連する項目 

  1) 基準値超過が継続することが見込まれる場合の措置 

    基準値超過が継続することが見込まれ、人の健康を害する恐れがある場合には、取水及び給

水の緊急停止措置を講じ且つ、その旨を関係者に周知させる措置を講じてください。具体的に

は次のような場合が考えられます。 

 ①  水源又は取水若しくは導水の過程にある水が、浄水操作等により除去を期待するのが

困難な病原性物若しくは人の健康に影響を及ぼす恐れのある物質により汚染されている

か、又はその疑いがあるとき。 

    ②  浄水場以降の過程にある水が、病原性物若しくは人の健康に影響を及ぼす恐れのある

物質に汚染されているか、又はその疑いがあるとき。 

    ③  塩素注入機の故障又は薬剤の欠如のために消毒が不可能となったとき。 

    ④  工業用水道の水管等に誤接合されていることが判明したとき。 

       また、水源又は取水若しくは導水の過程にある水に次のような変化があり、給水栓水

が水質基準値を超える恐れがある場合は、直ちに取水を停止して水質検査を行うととも

に、必要に応じて給水を停止すること。 

    ア  不明の原因によって色及び濁りに著しい変化が生じた場合。 

    イ  臭気及び味に著しい変化が生じた場合。 

    ウ  魚が死んで多数浮上した場合。 

    エ  塩素消毒のみで給水している水道の水源において、ゴミや汚泥等の汚物の浮遊を発見

した場合。 

 

  2) 関係者への周知 

    水質に異常が発生したこと又はその恐れが生じたことを、その水が供給される者又は使用す

る可能性のある者に周知するときは、テレビ、ラジオ、広報車を用いることなどにより緊急事

態にふさわしい方法をとってください。 

 

  3) 水源の監視 

    原水における水質異常を早期に把握するため、各水道にあっては水源監視を強化すると共

に、水道原水による魚類の飼育、自動水質監視機器の導入等を図ってください。 

 また、水源の水質異常時に直ちに適切な対策が講じられるよう、平常より関係者との連絡体 

制を整備すること等を図ってください。 

 

 (2) 水道水が有すべき性状に関連する項目 

   基準値を超過し、生活利用上、施設管理上障害の生じる恐れがある場合は、直ちに原因究明を

行い、必要に応じて当該項目に係る低減化対策を実施することにより、基準を満たす水質を確保

してください。なお、色度、濁度のような健康に関連する項目の水質汚染の可能性を示す項目

や、鋼のように過剰量の存在が健康に影響を及ぼす恐れのある項目については、健康に関連する

項目に準じて適切に対応してください。 
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 Ⅳ. 終わりに 

  これまで水質基準の適合を確認するための水質検査について検討してきたが、水道水質の管理

上、原水の監視はそれにも増して重要です。従って、定期、臨時及び給水開始前の水質検査に当た

っては、これらに準じて原水の水質検査を行うべきです。 

 

≪水道事業水質検査計画より抜粋≫ 
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- 17 -



4. 水質検査報告 (令和 4 年 4 月～令和 5年 3 月) 

 前項に示す水質検査計画に則った水質検査の実施状況を以下に示します。(一部抜粋) 

 

① 給水栓の水道残留塩素及び色・濁り測定記録表 
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 ② 石羽浄水場他水質検査(月間) 
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③ 水質検査結果書抜粋(令和 5年 3月 31 日(鷲の平川原水・高柴沢原水・石羽栓水・木沼栓水・北

原栓水・黒佐野原水)) 
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④ クリプトスポリジウム等水質試験検査(一部抜粋) 

  ・石羽浄水場 

  

上記①～④に示した水質検査を含む維持管理において、水安全計画に基づいた実施状況は次項以

降に示すチェックリストにより検証します。 
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5. 妥当性の確認 

 

 ① 水安全計画の妥当性確認及び実施状況の検証 

  

- 23 -



 ② 実施状況の検証 
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